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漁業・養殖業復興支援運営事業実施要領 

 

 

７ 水 推 第 1 6 3 3 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日 

水 産 庁 長 官 通 知 

 

 

第１ 趣旨 

この事業は、東日本大震災により悪影響を受けた漁業・養殖業の操業・生産体制を再構

築し、将来にわたり水産物の安定供給を担う経営体を育成するため、中央及び地域に官民

連携による復興プロジェクトを立ち上げ、生産量の回復及び収益性の高い操業・生産体制

への転換を図る復興計画の策定及びその認定等を行うものである。 

 

第２ 復興プロジェクト本部運営事業 

１ 復興プロジェクト本部の設置 

漁業・養殖業復興支援事業費補助金交付等要綱（令和７年３月31日付け６水推第1554号

農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。）第４の１の（１）のアの復興

プロジェクト本部の設置は、以下に定めるところによる。 

（１）組織 

ア 復興プロジェクト中央協議会 

（ア）復興プロジェクト中央協議会（以下「中央協議会」という。）の委員は、生産、

流通、造船、経営等の幅広い分野から選任するものとし、特定分野に偏らないよう

組織するものとする。 

（イ）中央協議会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを決めるものとする。 

（ウ）会長は、中央協議会の会務を総理するものとする。 

（エ）中央協議会には、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における

会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。 

（オ）委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（カ）委員は、再任されることができるものとする。 

（キ）委員は、次のいずれかの事由が生じたときには解任されるものとする。 

① 心身の故障のため職務の執行ができないとき 

② 破産の宣告を受けたとき 

③ 禁錮以上の刑に処せられたとき 

④ 委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があるとき 

（ク）中央協議会には、専門的な事項を処理するための専門部会を設置できるものとす

る。 

（ケ）中央協議会は、交付等要綱第４の１の（１）のウに基づき、養殖審査会を設置し、

養殖審査会は委任事項を処理する。養殖審査会の委員は、関連団体、学識経験者、
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行政等の分野から組織し、本項（イ）から（キ）の規定を準用し、「会長」を「委

員長」と読み替える。 

（コ）養殖審査会は、復興計画の認定に当たり必要と認めるときは、委員以外の者を専

門委員として養殖審査会に出席させ、意見を求めることができるものとする。 

イ 事務局 

事業実施主体である特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構（以下「水漁

機構」という。）は、漁業・養殖業復興支援事業の適切かつ円滑な運営のため、事務

局を設置するものとする。 

 

（２）手続等 

ア 水漁機構は、復興プロジェクト本部を設置しようとするときは、別紙様式例１を参

考に復興プロジェクト本部設置要綱を作成の上、別記様式第１号により水産庁長官に

申請し、その承認を受けるものとする。 

イ 復興プロジェクト本部設置要綱には、少なくとも以下の事項を定めるものとする。 

（ア）中央協議会の組織、職務及び運営 

（イ）事務局の組織及び職務 

（ウ）中央協議会委員名簿及び事務局員責任者の氏名 

ウ 水漁機構は、水産庁長官の承認を受けた復興プロジェクト本部設置要綱を変更しよ

うとする場合には、アに準じて処理するものとする。 

エ 水漁機構は、別記様式第２号により、年度ごとに復興プロジェクト本部運営事業の

実施計画を作成の上、水産庁長官に申請し、その承認を受けるものとする。 

オ 水漁機構は、エの承認を受けた実施計画の上半期の実施状況について、別記様式第

３号により、毎年10月31日までに水産庁長官に報告するものとする。 

カ 水産庁長官は、必要と認めるときは、水漁機構に対し、復興プロジェクト本部の運

営の改善に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。 

キ 水産庁長官は、カによる指示にもかかわらず、復興プロジェクト本部の運営が改善

されない場合には、アの承認を取り消すことができるものとする。 

 
２ 復興計画の認定 

交付等要綱第４の１の（１）のイの認定手続は、以下に定めるところによる。 

（１）水漁機構は、第３の３の（２）の復興計画の提出があったときは、速やかに中央協議

会にこれを諮るものとする。 

（２）中央協議会が、復興計画について交付等要綱第４の１の（１）のイの基準を満たすも

のと認めて認定を行おうとするときは、水漁機構は別記様式第４号により水産庁長官に

協議するものとする。 

（３）交付等要綱第４の１の（２）の地域復興プロジェクト運営者との間で、以下のいずれ

かの利害関係がある中央協議会又は養殖審査会の委員は、事務局にその旨を申し出るこ

ととし、当該地域復興プロジェクト運営者が策定した復興計画の審査に加わることはで

きないこととする。 

  ア 中央協議会又は養殖審査会の委員自身が、当該復興計画の参加者等名簿に記載され
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ている場合 

イ 中央協議会又は養殖審査会の委員自身が、当該復興計画の審査の日から起算して過

去１年以内に、地域復興プロジェクト運営者から謝金・給与等の報酬や寄附を定期的

に得ている場合 

ウ その他、当該復興計画の審査の公平性の確保に支障を生じさせる特別の利害関係が

あると認められる場合 

（４）水漁機構は、水産庁長官から復興計画を認定することについて異存がない旨の通知を

受けたときは、復興計画の申請者に対して別記様式第５号により復興計画が認定された

ことを通知するものとする。また、水産庁長官から復興計画について変更の指示があっ

た時は、再度中央協議会に諮るものとする。 

（５）水漁機構は、（４）により認定された復興計画（以下「認定復興計画」という。）に

ついての変更の申請があったときは、（１）から（４）までに準じて処理するものとす

る。 

（６）水漁機構は、認定復興計画の実施状況について適宜調査を行い、進捗が著しく遅れて

いる場合又は実施内容に計画と齟齬がある場合には、改善を命令することとし、改善が

されない場合には、水産庁長官に協議の上、認定復興計画を取り消すものとする。 

 

３ 地域復興プロジェクトに係る指導・助言等 

交付等要綱第４の１の（１）のエの指導・助言等は、以下に定めるところによる。 

（１）水漁機構は、地域復興プロジェクト運営事業に取り組もうとする地域・グループ及び

地域復興プロジェクトを支援するため、相談窓口を設けるとともに、現地での説明・指

導等を行うものとする。 

（２）水漁機構は、地域復興プロジェクト運営事業に取り組もうとする地域・グループ及び

地域復興プロジェクトに対し、必要と判断される場合には専門家による指導・助言、調

査・研究及び漁船、養殖施設、供給・生産システムの設計等の支援を行うことができる

ものとする。 

（３）水漁機構は、（１）及び（２）を行うに当たり、予めその事務手続等に関する規定を

作成し、別記様式第６号により水産庁長官の承認を受けるものとする。 

 

４ 実施結果報告 

水漁機構は、別記様式第７号によりこの事業の実施結果について、毎事業年度終了後60

日以内に水産庁長官に提出するものとする。 

 
第３ 地域復興プロジェクト運営事業 

１ 助成金の交付 

交付等要綱第４の１の（２）の助成金の交付手続は、以下に定めるところによる。 

（１）地域復興プロジェクト運営者は、２の（２）のエにより地域復興プロジェクト運営事

業の実施計画の承認を受けた場合には、速やかに水漁機構に対して別記様式第８号によ

り助成金の交付申請を行う。 

（２）水漁機構は、地域復興プロジェクト運営者から助成金の交付申請があった場合には、
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その内容を確認し、妥当と認めるときは、地域復興プロジェクト運営者に対して別記様

式第９号により助成金交付を決定する旨の通知を行うものとする。 

（３）地域復興プロジェクト運営者は、経済的な都合等により概算払により助成金の交付を

受けようとする場合には、別記様式第10号により概算払請求書により請求するものとす

る。 

（４）水漁機構は、概算払請求書の提出があった場合には、これに基づき助成金を交付する

ことができるものとする。 

（５）地域復興プロジェクト運営者は、事業終了後、別記様式第11号の精算払請求書に２の

（２）のカの事業実施結果報告書を添付して水漁機構に助成金の交付を請求するものと

する。 

（６）水漁機構は、事業実施結果報告書の内容を審査し、適切と認められたときは、助成金

の額を確定し、別記様式第12号により地域復興プロジェクト運営者に通知するとともに、

助成金を交付するものとする。 

（７）地域復興プロジェクト運営者は、受け取った助成金について適切に管理するものとす

る。 

（８）水漁機構は、地域復興プロジェクト運営者に交付した助成金が適切に使用されている

か確認するため、適宜地域復興プロジェクト運営者に対して監査を行うものとする。ま

た、水産庁長官は、監査の状況及びその結果の報告を求めることができるものとする。 

 

２ 地域復興プロジェクトの設置 

交付等要綱第４の１の（２）のアの地域復興プロジェクトの設置については、以下に定

めるところによる。 

（１）組織 

ア 地域復興協議会  

（ア）地域復興協議会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを決めるものとする。 

（イ）会長は、地域復興協議会の会務を総理するものとする。 

（ウ）地域復興協議会には、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合におけ

る会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。 

（エ）委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（オ）委員は、再任されることができるものとする。 

（カ）委員は、次のいずれかの事由が生じたときには解任されるものとする。 

① 心身の故障のため職務の執行ができないとき 

② 破産の宣告を受けたとき 

③ 禁錮以上の刑に処せられたとき 

④ 委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があるとき 

（キ）地域復興協議会には、その円滑な運営のため、課題ごと、漁業種類ごと又は地域ご

との部会を設置することができるものとする。 

イ 中小漁業経営支援協議会 

交付等要綱第４の１の（２）のオの中小漁業経営支援協議会の設置については、中小
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漁業経営支援協議会について（平成21年４月１日付け20水管第2909号水産庁長官通知）

に定めるところによるものとする。 

 
（２）手続等 

ア 地域復興プロジェクト運営者は、地域復興プロジェクトを設置しようとするときは、

別紙様式例２を参考に地域復興プロジェクト設置要綱を作成の上、別記様式第13号によ

り水産庁長官に申請し、その承認を受けるものとする。 

イ 地域復興プロジェクト設置要綱には 、少なくとも以下の事項を定めるものとする。 

（ア）地域復興協議会の組織、職務及び運営 

（イ）事務局の組織及び職務 

（ウ）地域復興協議会の委員及び事務局員責任者の氏名 

ウ 地域復興プロジェクト運営者は、水産庁長官の承認を受けた地域復興プロジェクト設

置要綱を変更しようとする場合には、アに準じて処理するものとする。ただし、地域復

興協議会の構成員のみの変更及び部会の設置の場合には、遅延なく水産庁長官へ報告す

ることで足りるものとする。 

エ 地域復興プロジェクト運営者は、別記様式第14号により、毎年度の地域復興プロジェ

クト運営事業の実施計画を作成の上、水産庁長官に申請し、その承認を受けるものとす

る。 

オ 地域復興プロジェクト運営者は、エの承認を受けた実施計画を変更する場合には、エ

に準じて処理するものとする。ただし、地域復興協議会の部会の設置等の予算額の変更

を伴わない変更の場合には、遅延なく水産庁長官へ報告することで足りるものとする。 

カ 地域復興プロジェクト運営者は、別記様式第15号により事業実施結果報告書を作成し、

毎年度事業終了後30日以内に水産庁長官に提出するものとする。 

キ 水産庁長官は、必要と認めるときは、地域復興プロジェクト運営者に対し、地域復興

プロジェクトの運営の改善に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。 

ク 水産庁長官は、キによる指示にもかかわらず、地域復興プロジェクトの運営が改善さ

れない場合には、ア又はエの承認を取り消すことができるものとする。 

ケ ア及びウからカまでの申請は、水漁機構を経由して提出するものとする。 

 

３ 復興計画の作成 

交付等要綱第４の１の（２）のウの復興計画の作成は、以下に定めるところによる。 

（１）がんばる漁業・養殖業復興支援事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1635号

水産庁長官通知）第１の１の（１）の事業に係る復興計画は別添１によるものとし、同

（２）の事業に係る復興計画は別添２に、同（３）の事業に係る復興計画は別添３によ

るものとする。 

（２）地域復興プロジェクト運営者は、策定した復興計画の認定を受けようとする場合には、

別記様式第16号に（１）の復興計画書を添付して中央協議会に提出するものとする。 

（３）地域復興プロジェクト運営者は、認定復興計画を変更しようとする場合には、別記様

式第17号に変更後の復興計画書を添付して中央協議会に提出し、その認定を受けなけれ

ばならない。 
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（４）復興計画は、２の（１）のアの（キ）により設けた部会ごとに作成することができる

ものとする。 

 

４ 助成金交付実績報告 

水漁機構は、別記様式第18号により、地域復興プロジェクト運営者に対して交付した助

成金の実績を、毎事業年度終了後60日以内に水産庁長官宛てに提出するものとする。 

 
第４ 守秘義務 

水漁機構、地域復興プロジェクト運営者の役職員、中央協議会、養殖審査会、地域復興

協議会の委員、事務局員又はこれらの職にあった者は、本事業の実施に当たり、漁業者、

金融機関等から入手した漁業者に係る財務資料等の情報を厳格に管理するとともに、その

職務上知ることができた情報を漏らし、又は盗用してはならないものとする。 

 

 附 則（令和８年４月７日付け７水推第1633号） 

１  この通知は、令和８年４月７日から施行する。 

２  この通知の施行に伴い、漁業復興支援運営事業実施要領（平成23年11月21日付け23水管第

1819号水産庁長官通知）及び養殖復興支援運営事業実施要領（平成23年11月21日付け23水推

第 743 号水産庁長官通知）は廃止する。 

３  この通知の施行前において、漁業復興支援運営事業実施要領及び養殖復興支援運営事業実

施要領に基づいて認定を受けた漁業復興計画及び養殖復興計画に係る事業の取扱いについて

は、なお従前の例による。 

４ この通知の施行前において、漁業復興支援運営事業実施要領及び養殖復興支援運営事業実

施要領に基づいて設置した「地域漁業復興プロジェクト」及び「地域養殖復興プロジェクト」

は「地域復興プロジェクト」に、「地域漁業復興協議会」及び「地域養殖復興協議会」は

「地域復興協議会」にそれぞれ読み替えるものとする。 
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【別記様式第１号】 

 

復興プロジェクト本部設置申請書 

 

番  号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名        
 
 

今般、東日本大震災により悪影響を受けた漁業を復興するため、別紙のとおり復興プロジェク

ト本部設置要綱を定め、これに基づき復興プロジェクト本部を設置したいので、漁業・養殖業復

興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産庁長官通知）第２の１の

（２）のアの規定に基づき、承認を申請します。 
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【別記様式第２号】 

 

復興プロジェクト本部運営事業実施計画承認申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名  

 
 年度の復興プロジェクト本部運営事業の実施計画を下記のとおり策定したので、漁業・養殖業復

興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産庁長官通知）第２の１の（２）

のエの規定に基づき、承認を申請します。 

 
記 

 
１．事業の必要性及び 年度の事業方針 

 

 
 

２．中央協議会及び養殖審査会の開催計画 

会議名 開催時期 協議内容 備考 

    

    

    

  
 

  
 

 

３．経費の配分計画 
 

経費区分 事業費 備考 

 

 

 

 

 
合計 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

４．その他 

※ 添付書類として、別添「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事業

実施期間中に実施する旨をチェックしたものを添付すること。
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別添 

「みどりチェック」 チェックシート（民間事業者・自治体等向け） 

事業名 
 

Ver.3.1 

組織名 
  

代表者名 
 

↓該当する方に〇 

住所 
 申請時 

（します） 

 

連絡先 
 報告時 

（しました） 

 

 

・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。 解説書 

・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。 

・各項目において、どのような取り組みを行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。 

・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。 

 

チェック 環境関係法令の遵守 

□ ① みどり食料システム戦略の理解 

□ ② 関係法令の遵守 

□ ③ 環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める 

□ ④ 正しい知識に基づく作業安全に努める 

□ エネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除 

□ ⑤ 
省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしない（照明、空調、ウォームビズ・

クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等）ように努める 

□ ⑥ 環境負荷低減に配慮した商品、原料、農産物等の調達を検討 

□ 悪臭及び害虫の発生防止 

□ ⑦ 
※肥料・飼料等の製造を行う場合（該当しない □ ） 

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 

□ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 

□ ⑧ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 

□ ⑨ 資源の再利用を検討 

□ 生物多様性への悪影響の防止 

□ ⑩ 
※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合（該当しない □ ） 

生物多様性に配慮した事業実施に努める 

□ ⑪ 
※特定事業場である場合（該当しない □ ） 

排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 

 

②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）、農薬取締法（昭和23年法

律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成7年法律第112号）、水質汚濁

防止法（昭和45年法律第138号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する

法律（平成28年法律第48号）とする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行いま

す。 

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、 

ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

                           上記について、確認しました→ □ 
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【別記様式第３号】 
 

復興プロジェクト本部運営事業上半期状況報告書 
 

番 号 

年 月 日 
 

水産庁長官 殿 
 

住 所 
名称及び代表者の氏名  

 

 年度復興プロジェクト本部運営事業について、下記のとおり上半期の状況報告をとりまとめ

たので、漁業・養殖業復興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産庁

長官通知）第２の１の（２）のオの規定に基づき、提出します。 
 

記 

１．実施状況 
（１）概要 

 

（２）中央協議会及び養殖審査会の開催実績 

会議名 開催時期 協議内容 備考 

    

  
 

  
 

（３）地域復興プロジェクトへの指導・助言等の支援状況 

 

（４）経費の使用状況 

経費区分  事業費 備考 

合計   
 

（５）その他

２．今後の予定 

（１）概要 
 

（２）中央協議会及び養殖審査会の開催予定 

会議名 開催時期 協議内容 備考 

    

    

  
 

  
 

    

 

（３）地域復興プロジェクトへの指導・助言等の支援状況 

 

（４）経費の予定見込額 

経費区分 事業費 備考 

合計 
  

 
 

 

（５）その他 
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【別記様式第４号】 

 

番 号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名  

 
○○地域復興プロジェクト復興計画の認定に係る協議について 

 
 年 月 日付けで下記の地域復興プロジェクト運営者から別添（写し）のとおり復興計画の

認定申請があり、 年 月 日の中央協議会においてこの計画の内容について審査した結果、当

該復興計画を漁業・養殖業復興支援事業費補助金交付等要綱（令和７年３月31日付け６水推第

1554号農林水産事務次官依命通知）第４の１の（１）のイの認定をすることが妥当であるとされ

たことから、当該地域復興プロジェクト運営者に対し、別紙の認定書を交付したく、漁業・養殖

業復興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産庁長官通知）第２の２

の（２）の規定に基づき、協議します。 

 
※地域復興プロジェクト運営者から提出された計画書及び認定書（案）を添付すること。 

 
 

【別記様式第５号】 

 

 番   号 

 年 月 日  

 

地域復興プロジェクト運営者の 

名称及び代表者の氏名 殿 
 

住 所 

名称及び代表者の氏名  

 
○○地域復興プロジェクト復興計画の認定について 

 
 年 月 日付け（番号）で貴殿から申請のあった復興計画については、 年 月 日に開催

された中央協議会の審査の結果、漁業・養殖業復興支援事業費補助金交付等要綱（令和７年３月

31日付け６水推第1554号農林水産事務次官依命通知）第４の１の（１）のイの認定をすることと

され、別紙認定書が発給されたので通知する。 

 
※認定書を添付のこと。 
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【別記様式第６号】 

 

番 号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名  
 

 
 

地域復興プロジェクトに係る支援要領の制定に関する承認申請書 

 
漁業・養殖業復興支援事業費補助金交付等要綱（令和７年３月31日付け６水推第1554号農林水

産事務次官依命通知）第４の１の（１）のエの規定に基づいて行う指導・助言等の支援について、

別紙のとおり地域復興プロジェクトに係る支援要領を作成したので、漁業・養殖業復興支援運営

事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産庁長官通知）第２の３の（３）の規定

に基づき、承認を申請します。 
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【別記様式第７号】 

 

復興プロジェクト本部運営事業実施結果報告書 

 

番 号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名  

 
 年 月 日付けで承認のあった 年度の復興プロジェクト本部運営事業について、下記のとおり

実施したので、漁業・養殖業復興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産

庁長官通知）第２の４の規定に基づき、事業の結果を報告します。 

 
記  

 
１．事業の実施概要 

 

 
 

２．中央協議会及び養殖審査会の開催実績 

会議名 開催時期 協議内容 備考 

    

    

    

  
 

  
 

 

 

３．地域復興プロジェクトへの指導・助言等の支援実績 

 
 

４．経費の配分実績 
 

経費区分 事業費 備考 

 

 

 

 

合  計 

  

 

 
 

 

 

５．その他 

※ 添付書類として、別添「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事業

実施期間中に実施した旨をチェックしたものを添付すること。 
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別添 

「みどりチェック」 チェックシート（民間事業者・自治体等向け） 

事業名 
 

Ver.3.1 

組織名 
  

代表者名 
 

↓該当する方に〇 

住所 
 申請時 

（します） 

 

連絡先 
 報告時 

（しました） 

 

 

・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。 解説書 

・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。 

・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。 

・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。 

 

チェック 環境関係法令の遵守 

□ ① みどり食料システム戦略の理解 

□ ② 関係法令の遵守 

□ ③ 環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める 

□ ④ 正しい知識に基づく作業安全に努める 

□ エネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除 

□ ⑤ 
省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしない（照明、空調、ウォームビズ・

クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等）ように努める 

□ ⑥ 環境負荷低減に配慮した商品、原料、農産物等の調達を検討 

□ 悪臭及び害虫の発生防止 

□ ⑦ 
※肥料・飼料等の製造を行う場合（該当しない □ ） 

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 

□ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 

□ ⑧ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 

□ ⑨ 資源の再利用を検討 

□ 生物多様性への悪影響の防止 

□ ⑩ 
※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合（該当しない □ ） 

生物多様性に配慮した事業実施に努める 

□ ⑪ 
※特定事業場である場合（該当しない □ ） 

排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 

 

②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）、農薬取締法（昭和23年法

律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成7年法律第112号）、水質汚濁

防止法（昭和45年法律第138号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する

法律（平成28年法律第48号）とする。 

 
 

 

 

 

 

  

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行いま

す。 

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、 

ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

                           上記について、確認しました→ □ 
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【別記様式第８号】 

 
○○地域復興プロジェクト運営事業助成金交付申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 

特定非営利活動法人 

水産業・漁村活性化推進機構 理事長 殿 
 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名  
 

 
 

 年 月 日付け（ 番号 ）で水産庁長官から承認のあった本組合（会）が行う○○地域復

興プロジェクト運営事業に係る助成金について、漁業・養殖業復興支援運営事業実施要領（令和

８年４月７日付け７水推第1633号水産庁長官通知）第３の１の（１）の規定に基づき、下記のと

おり交付を申請します。 

 
記 

 
１．助成金の額 

 
 

項   目 
 

必要な助成金の額 
 

概算払い 

 

備 考 

 

 

 
 合   計 

 

 

 円  

 

有・無 
 

 

 

 
 

 

 

※ 概算払い有りに○をした場合には、備考欄に予定時期と理由を項目ごとに記載すること。 

 

 

２．振込先 
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【別記様式第９号】 

 
地域復興プロジェクト運営事業助成金交付決定通知書 

 

番   号 

年 月 日 

 

地域復興プロジェクト運営者の 

名称及び代表者の氏名 殿 
 

住 所 

名称及び代表者の氏名  
 

 
 

 年 月 日付け（ 番号 ）で申請のあった貴組合（会）が行う○○地域復興プロジェクト

運営事業に係る助成金について、申請のとおり交付することを了承したので、漁業・養殖業復興

支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産庁長官通知）第３の１の（２）

の規定に基づき、通知する。 
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【別記様式10号】 
 

 年度○○地域復興プロジェクト運営事業概算払請求書 
 

番   号 
年 月 日 

 

特定非営利活動法人 
水産業・漁村活性化推進機構 理事長 殿 

 

住 所 
名称及び代表者の氏名  

 

 年  月  日付け（  番号  ）で通知のあった交付決定通知書に基づき、下記のとおり概算払

により支払されたく、漁業・養殖業復興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第

1633号水産庁長官通知）第３の１の（３）の規定に基づき、請求します。 

 
 記  

     （単位：円） 
 

 

項        目 
交付決定額 

(a)  

既受領額 

(b)  

今回請求額 

(c)  

残額 

a-(b+c) 

 

備 考  

 

 
合        計 

    
 

 

【別記様式11号】 
 

 年度○○地域復興プロジェクト運営事業精算払請求書 
 

番   号 
年 月 日 

 

特定非営利活動法人 
水産業・漁村活性化推進機構 理事長 殿 

 

住 所 
名称及び代表者の氏名    

  

 年 月 日付け（ 番号 ）で水産庁長官から承認のあった本組合（会）が行った 年度の

地域復興プロジェクト運営事業について、別紙のとおり水産庁長官に実施結果を報告したので、

漁業・養殖業復興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産庁長官通知）

第３の１の（５）の規定に基づき、精算額として金      円を請求します。 
 

 記  
     （単位：円） 

 

 

項    目 
交付決定額 

(a)  

既受領額 

(b)  

今回請求額 

(c)  

不要額 

a-(b+c)  

 

備 考  

 

 

合    計 
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【別記様式第12号】 

 
 年度○○地域復興プロジェクト運営事業の助成金の額の確定通知 

 
番   号 

年 月 日 

 
地域復興プロジェクト運営者の 

名称及び代表者の氏名 殿 

 
住 所 

名称及び代表者の氏名  

 
 年 月 日付けで貴○○から提出のあった 年度○○地域復興プロジェクト運営事業精算払

請求書の内容を確認した結果、 年度○○地域復興プロジェクト運営事業の助成金の額は金     

円に確定したので、漁業・養殖業復興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第

1633号水産庁長官通知）第３の１の（６）の規定に基づき、通知する。 

なお、精算額として、金     円を別途支払ったので併せて通知する。 
 

 

 

 

【別記様式第13号】 

 

地域復興プロジェクト設置申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

水産庁長官 殿 

（水漁機構経由） 
 

住   所 

名称及び代表者の氏名   

 

今般、東日本大震災により悪影響を受けた漁業（又は養殖業）を復興するため、別紙のとおり

○○地域復興プロジェクト設置要綱を定め、これに基づき○○地域の復興プロジェクトを設置した

いので、漁業・養殖業復興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産庁長

官通知）第３の２の（２）のアの規定に基づき、承認を申請します。 
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【別記様式第14号】 

 

○○地域復興プロジェクト運営事業実施計画承認申請書 
 
番   号 

年 月 日 
 

水産庁長官 殿 

（水漁機構経由） 

 
住 所 

名称及び代表者の氏名  
 

 年度の地域復興プロジェクト運営事業の実施計画を下記のとおり策定したので、漁業・養殖

業復興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産庁長官通知）第３の２

の（２）のエの規定に基づき、承認を申請します。 

 

 記  

 

１．事業の必要性及び 年度の事業方針 
 
 

２．プロジェクトの対象予定としている漁業・養殖種類 
 
 

３．プロジェクトの対象予定としている地域又はグループの範囲 
 

 

４．復興計画の認定を受けようとする時期： 

 

５．地域復興協議会開催計画 

会議名 開催時期 協議内容 備考 

    

    

    

    

    

 

６．調査研究に関する事項 

 

７．中小漁業経営支援協議会に関する事項：別紙のとおり 

（注：中小漁業経営支援協議会を開催しない場合、又は同時に申請しない場合は記入不要。 

７以降の番号は繰り上げて記載） 

 

８．経費の配分 

経費区分 事業費 備考 

 

 

合  計 

  

 
 

 

９．その他 

  ※ 交付等要綱第５の２に定める者においては、復興計画の策定に当たり、助成の方法を記載す
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ること。  
※ 添付書類として、別添「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事

業実施期間中に実施する旨をチェックしたものを添付すること。
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別添 

「みどりチェック」 チェックシート（漁業経営体向け） 

事業名 
 

Ver.3.1 

組織名 
  

代表者名 
 

↓該当する方に〇 

住所 
 申請時 

（します） 

 

連絡先 
 報告時 

（しました） 

 

・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。解説書 

・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。 

・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。 

・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。 

チェック 環境関係法令の遵守 

□ ① みどり食料システム戦略の理解 

□ ② 関係法令の遵守 

□ ③ 漁船等の装置・機材の適切な整備と管理の実施に努める 

□ ④ ライフジャケット着用の徹底等、正しい知識に基づく作業安全に努める 

□ 適正な施肥 

□ ⑤ 
※藻場の維持管理等のための施肥を行う場合（該当しない □ ） 

肥料の適正な保管 

□ ⑥ 
※藻場の維持管理等のための施肥を行う場合（該当しない □ ） 

肥料の使用状況等の記録・保存に努める 

□ 適正な防除 

□ ⑦ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

水産用医薬品の適正な使用 

□ エネルギーの節減 

□ ⑧ 省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める 

□ 悪臭及び害虫の発生防止 

□ ⑨ 悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 

□ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 

□ ⑩ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 

□ ⑪ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

生餌から配合飼料への転換もしくは給餌効率の向上等による給餌量削減を検討 

□ 生物多様性への悪影響の防止 

□ ⑫ 
※資源管理協定を締結している場合（該当しない □ ） 

資源管理協定の遵守 

□ ⑬ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

人工種苗生産技術が確立した魚種について、人工種苗使用を検討 

□ ⑭ 
※漁場改善計画を策定している場合（該当しない □） 

漁場改善計画の遵守 

②関係法令の遵守について、対象は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律（平成7年法律第112号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）とする。 

 

 
 

 

 

 

 

 

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行いま

す。 

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、 

ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

                           上記について、確認しました→ □ 
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【別記様式第15号】 

 

○○地域復興プロジェクト運営事業実施結果報告書 

  

番   号 

年 月 日 

水産庁長官 殿 

（水漁機構経由） 

 

住        所 

名称及び代表者の氏名    

 

 年 月 日付けで承認のあった 年度の○○地域復興プロジェクト運営事業について、

下記のとおり実施したので、漁業・養殖業復興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付

け７水推第1633号水産庁長官通知）第３の２の（２）のカの規定に基づき、事業の結果を報

告します。 

記  

 

１．事業の実施概要 

 

２．プロジェクトの対象とした漁業・養殖種類 

 

３．プロジェクトの対象とした地域又はグループの範囲 

 

４．当該期間における復興計画の認定の有無：※有りの場合は認定年月日も記入 

 

５．地域復興協議会開催実績 

会議名 開催年月日 協議内容 備考 

    

    

    

    

    

 

６．調査研究に関する事項 

 

７．中小漁業経営支援協議会に関する事項：別紙のとおり 

（注：中小漁業経営支援協議会を開催しない場合、又は同時に申請しない場合は記入不要。 

７以降の番号は繰り上げて記載） 

 

８．経費の配分 
 

経費区分 事業費 備考 

 

 

合  計 

  

 
 

 

９．その他 

※ 添付書類として、別添「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、

事業実施期間中に実施した旨をチェックしたものを添付すること。
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別添 

「みどりチェック」 チェックシート（漁業経営体向け） 

事業名 
 

Ver.3.1 

組織名 
  

代表者名 
 

↓該当する方に〇 

住所 
 申請時 

（します） 

 

連絡先 
 報告時 

（しました） 

 

・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。解説書 

・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。 

・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。 

・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。 

チェック 環境関係法令の遵守 

□ ① みどり食料システム戦略の理解 

□ ② 関係法令の遵守 

□ ③ 漁船等の装置・機材の適切な整備と管理の実施に努める 

□ ④ ライフジャケット着用の徹底等、正しい知識に基づく作業安全に努める 

□ 適正な施肥 

□ ⑤ 
※藻場の維持管理等のための施肥を行う場合（該当しない □ ） 

肥料の適正な保管 

□ ⑥ 
※藻場の維持管理等のための施肥を行う場合（該当しない □ ） 

肥料の使用状況等の記録・保存に努める 

□ 適正な防除 

□ ⑦ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

水産用医薬品の適正な使用 

□ エネルギーの節減 

□ ⑧ 省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める 

□ 悪臭及び害虫の発生防止 

□ ⑨ 悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 

□ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 

□ ⑩ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 

□ ⑪ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

生餌から配合飼料への転換もしくは給餌効率の向上等による給餌量削減を検討 

□ 生物多様性への悪影響の防止 

□ ⑫ 
※資源管理協定を締結している場合（該当しない □ ） 

資源管理協定の遵守 

□ ⑬ 
※養殖を行う場合（該当しない □ ） 

人工種苗生産技術が確立した魚種について、人工種苗使用を検討 

□ ⑭ 
※漁場改善計画を策定している場合（該当しない □） 

漁場改善計画の遵守 

②関係法令の遵守について、対象は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律（平成7年法律第112号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）とする。 

 

 
 

 

  
 

 

 

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 

・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行いま

す。 

・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施情報確認のために農林水産省等で使用し、 

ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

                           上記について、確認しました→ □ 
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【別記様式第16号】 

 
番   号 
年 月 日 

特定非営利活動法人 
水産業・漁村活性化推進機構 理事長 殿 

 

住 所 
名称及び代表者の氏名  

 

○○地域復興プロジェクト復興計画の認定申請書 
 

このことについて、別紙復興計画書のとおり○○地域復興プロジェクトにおける復興計画を策

定したので、漁業・養殖業復興支援事業費補助金交付等要綱（令和７年３月31日付け６水推第

1554号農林水産事務次官依命通知）第４の１の（１）のイの認定を受けたく、漁業・養殖業復興

支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産庁長官通知）第３の３の（２）

の規定に基づき、提出します。 
 

【別記様式第17号】 

 
番 号 
年 月 日 

 

特定非営利活動法人 
水産業・漁村活性化推進機構 理事長 殿 

住        所 
名称及び代表者の氏名   

○○地域復興プロジェクト復興計画の変更申請書 
 

このことについて、 年 月 日付け（ 番号 ）で認定された当該地域の復興計画について、

（理由を簡単に記載）のため内容の一部を変更したく、別紙のとおり変更後の復興計画書を作成

したので、漁業・養殖業復興支援運営事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1633号水産

庁長官通知）第３の３の（３）の規定に基づき、提出します。 

 

【別記様式第18号】 

 年度地域復興プロジェクト運営事業に対する助成金交付実績報告書 
 

番 号 
年 月 日 

水産庁長官 殿 
 

住 所 
名称及び代表者の氏名   

 

 年度の地域復興プロジェクト運営事業に対する助成金交付実績を下記のとおりとりまとめた

ので報告します。 

記               
（単位：円） 

 

 

地域復興プロジェ

クト運営者名 

交付決定 概算払 
 

助成金確定額 
金 額 年月日 金 額 年月日 

      

合計額 
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【別添１】 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

○○地域復興プロジェクト復興計画書 
 

 

 

 

 

 

 
 

地 域 復 興 

プロジェクト名称 

 

 

 

地 域 復 興 

プ ロ ジ ェ ク ト  

運 営 者  

名 称  
 

代表者の

役職及び

氏名 

 

住 所  
 

計 画 策 定 年 月 日 年 月  計画期間  年 度 ～  年 度 

 
事 業 の 種 類 

 

 

 
漁業の収益性向上の事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号 
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１ 目的 

※ 震災の悪影響により収益性が悪化していることについて明確な因果関係があること又はサ

ンマ、スルメイカ、サケ等の長期的不漁の影響により収益性が悪化していることについて明

確な因果関係があることを示すとともに、経営再建が真に必要であり、収益性の高い操業体

制への転換を図る必要があることを記載。 

 
２ 地域の概要 

※ 地域産業としての漁業の位置付け、漁業の概要等を記載 

 
３ 計画内容 

（１）参加者名簿 

※ 漁業関係、流通・加工、金融・経営等関係、地方公共団体、学識経験者等の別に記載 

 
（２）復興のコンセプト 

＜生産に関する事項＞ 

※ 福島県への水揚げの回復に向けた取組を記載すること（不漁対策を除く）。なお、がん

ばる漁業・養殖業復興支援事業実施要領（令和８年４月７日付け７水推第1635号水産庁長

官通知）第３の１の（３）に該当する漁業者のうち隣県（茨城県、宮城県）の沿岸漁業者

（沖合底びき網漁業を含む）にあっては、関係者間で協議の上、震災前の入会操業の状態

に戻すことを是とする旨を記載すること。 

 
＜流通・販売に関する事項＞ 

※ 生産から流通・販売に至る販路の回復や風評の払拭のための取組を記載すること。 

 
＜支援措置（がんばる漁業・養殖業復興支援事業、その他国庫助成事業、制度資金）の活用に関する事項＞ 
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（３）復興の取組内容 
 

 

大事項 中事項 現状と課題 取組記号・取組内容 見込まれる効果（数値） 
 

効果の根拠 

   
  

  

   
  

  

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 
 

＜記入に当たって＞ 
・「大事項」欄には、生産、流通・加工等、当該取組が洋上ものか陸上のものかわかる事項名を記載すること。 

・「中事項」欄には、省コスト化、漁船の合理化等、当該取組がどのような効率化に係る取組かわかる事項名を記載すること。なお、 

複数の漁業種類の取組を行う場合は、漁業種類ごとに記載すること。 

・「見込まれる効果」欄には、取組により見込まれる効果について、現在の状況と比較した数値により記載すること。 

・「効果の根拠」について当該欄への記載と別に、地域復興プロジェクトにおける検討資料等、詳細がわかる資料を別途添付すること。
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（４ ） 復興の取組内容と支援措置の活用との関係 

① がんばる漁業・養殖業復興支援事業 

・取 組 記 号 ：※（３）で用いた取組記号を記載。 

・事業実施者： 

・契約漁業者：※契約漁業者名の他、可能な範囲で船名、船舶の所有者名、総トン数

等の船舶に関する情報を記載（事業実施者自らが事業を行う場合に

は、その旨を記載し船舶に関する情報を記載）。 

・実施年度： 

 

② その他関連する支援措置 
 

取組 
記号 

支援措置、制度資金名 復興の取組内容との関係 
事業実施者 
（借受者） 

 

実施年度 

     

     

 

 
 
 

    

 
 

 

＜記入に当たって＞ 

・「取組記号」欄には、（３）で用いた取組記号を記入すること。 

・「支援措置、制度資金名」の欄には、国産水産物安定供給推進事業、水産物流通構造

改革事業、強い水産業づくり交付金の活用による水産物供給施設等の整備等、活用を

予定する支援措置の名称を記入すること。 

 

（５）取組のスケジュール 

① 復興計画工程表 

＜記入に当たって＞ 

・（３）における取組記号を用い、検討・導入期間を点線 で、実施・普及

期間を実線 で記入すること。 

・改革の取組により想定される波及効果についても、可能な限り記入すること。 

 

② 復興の取組による波及効果 
 

 

 

 

４  漁業経営の展望（新船導入による収益性向上の場合） 

＜経費等の考え方＞ 

※ 漁業種類ごとに復興計画に参加する漁業者の操業の概要、収益の改善見込みとその

考え方を記載すること。 

 

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 年度 
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次世代船建造 

までの年数 

 

＜○○漁業＞ 

（１）収益性向上の目標 

（単位：水揚量はｔ、その他は千円） 
 

 

震災前の 

状況（又は

地域の同じ

漁業種類若

しくは類似

の経営体の

状況） 

現在 

の状況 

復興 

１年目 

２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

収入 

水揚量 

水揚高 

経費 

人件費 

燃油代 

修繕費 

漁具費 

その他 

保険料 

公租公課 

販売経費 

一般管理費 

       

償却前利益 
 

 

       
 

 
 

※ 同一漁業種類であっても、復興計画に参加する漁業者の標準的な経営形態が複数パ

ターンある場合には、それぞれについて作成すること。 

※ 段階的に船団構成を改革する場合等の経営展望について、必要と考える資料がある

場合には添付すること。 

※ 事業実施者が交付等要綱第５の２に規定する者である場合は、「震災前の状況（又

は地域の同じ漁業種類若しくは類似の経営体の状況）」欄においては、「地域の同じ

漁業種類若しくは類似の経営体の状況」について記載することとし、「現在の状況」

欄の記載は不要とする。 

 

（２）次世代船建造の見通し 
 

 

×                            ＞ 
 

 

※ 「償却前利益」は、復興５年目の数値、復興３～５年目の平均値等、目標達成時の

見通しにより記載すること。 
 

 

償却前利益 

百万円 

船価 

百万円 
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（参考）復興計画の作成に係る地域復興プロジェクト活動状況 
 

 

実施時期 協議会・部会 活動内容・成果 

 

備考 
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４ 漁業経営の展望（既存船活用による収益性向上の場合） 

＜経費等の考え方＞ 

※ 漁業種類ごとに復興計画に参加する漁業者の操業の概要、収益の改善見込みとその

考え方を記載すること。 

 
＜○○漁業＞ 

 

（１）収益性向上の目標 
 
 

（単位：水揚量はｔ、その他は千円） 
 

 
震災前の 

状況（又は

地域の同じ

漁業種類若

しくは類似

の経営体の

状況） 

現在 

の状況 

復興 

１年目 

２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

収入 

水揚量 

水揚高 

経費 

人件費 

燃油代 

修繕費 

漁具費 

その他 

保険料 

公租公課 

販売経費 

一般管理費 

       

償却前利益 
 

 

       
 

 
 

※ 同一漁業種類であっても、復興計画に参加する漁業者の標準的な経営形態が複数パ

ターンある場合には、それぞれについて作成すること。 

※ 段階的に船団構成を改革する場合等の経営展望について、必要と考える資料がある

場合には添付すること。 

※  事業実施者が交付等要綱第５の２に規定する者である場合は、「震災前の状況（又

は地域の同じ漁業種類若しくは類似の経営体の状況）」欄においては、「地域の同じ

漁業種類若しくは類似の経営体の状況」について記載することとし、「現在の状況」

欄の記載は不要とする。 

 
（２）収益性向上の評価 

 

償却前利益について、地域の実情に応じて代船の取得までの年数を踏まえた評

価を記載すること。 
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※ 「償却前利益」は、復興５年目の数値、復興３～５年目の平均値等、目標達成時の

見通しにより記載。 

 

（参考）復興計画の作成に係る地域復興プロジェクト活動状況 
 

実施時期 協議会・部会 活動内容・成果 

 

備考 
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【別添２】 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

○○地域復興プロジェクト復興計画書 
 

 

 

 

 

 

 
 

地 域 復 興 

プロジェクト名称 

 

 

 

 

地 域 復 興 

プ ロ ジ ェ ク ト 

運 営 者  

名 称  
 

代表者の
役職及び
氏名 

 

住 所  
 

計 画 策 定 年 月 日 年 月  計画期間  年 度 ～  年 度 

 

事 業 の 種 類 
 

 

 

福島県沿岸における漁業の生産回復の事業  
 

整理番号 
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１ 目的 

※ 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故等の影響を受けて収益性

が悪化し、操業又は漁業経営に支障を来していることを示すとともに、収益性の高い

操業体制への転換を図る必要があることを記載すること。 

 
２ 地域の概要 

※ 地域産業としての漁業の位置付け、漁業の概要、試験操業・販売の状況等を記載す

ること。 
 

 
３ 計画内容 

（１）参加者等名簿 

※ 漁業関係、流通・加工関係、金融・経営等関係、地方公共団体、学識経験者等の

別に記載すること。 

 
（２）復興のコンセプト 

＜操業・生産に関する事項＞ 

※ 福島県への水揚げの回復に向けた取組を記載すること。 

 
＜流通・販売に関する事項＞ 

※ 生産から流通・販売に至る販路の回復や風評の払拭のための取組を記載すること。 

 
＜支援措置（がんばる漁業・養殖業復興支援事業、その他国庫補助事業、制度資金等）の

活用に関する事項＞ 
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（３）復興の取組内容 
 

 

大事項 中事項 震災前から現在まで
の状況と課題 

取組記号・取組内容 見込まれる効果（数値） 
 

効果の根拠 

       

       

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 
 

＜記入に当たって＞ 
・「大事項」欄には、生産、流通・加工等、当該取組が洋上のものか陸上のものかわかる事項名を記載すること。 

・「中事項」欄には、省コスト化、漁船の合理化等、当該取組がどのような効率化に係る取組かわかる事項名を記載すること。なお、

複数の漁業種類の取組を行う場合は、漁業種類ごとに記載すること。 
・「見込まれる効果」欄には、取組により見込まれる効果について、震災前の状況と比較した数値により記載すること。 

・「効果の根拠」について当該欄への記載と別に、地域復興プロジェクトにおける検討資料等、詳細がわかる資料を別途添付するこ

と。 
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（４）復興の取組内容と支援措置の活用との関係 

① がんばる漁業・養殖業復興支援事業 

・取 組 記 号 ： ※（３）で用いた取組記号を記載すること。 

・事業実施者： 

・契約漁業者：※契約する予定の漁業者の氏名又は名称のほか、可能な範囲で事業に用い 

る漁船の船名、所有者名、総トン数等を記載すること。 

・実 施 年 度 ： 

 

② そ の 他 関 連 す る 支 援 措 置  
 

取組 
記号 

補助事業、制度資金等名 復興の取組内容との関係 
事業実施者 
（借受者） 

 

実施年度 

     

     

 

 
 
 

    

 
 

 

＜記入に当たって＞ 

・「取組記号」欄には、（３）で用いた取組記号を記入すること。 

・「補助事業、制度資金等名」の欄には、活用する予定の支援措置の名称を記入し、国

庫補助事業以外の補助事業等についても記載すること。 

 

（５）取組のスケジュール 

① 復興計画工程表 
 

 

 

取組記号 

 
取組内容 

年度 

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 …  
   

   

 
 
 

  
 

 

＜記入に当たって＞ 

・「取組記号」欄には、（３）で用いた取組記号を記載すること。 

・「年度」欄には、１年目（１期目）から５年目（５期目）までに対応する年度を記載

し、検討・導入期間を点線…で、実施・普及期間を実線―で記入すること。また、漁

船ごとにスケジュールが異なる場合は、その内容が分かる工程表を作成すること。 
 

 

② 復興の取組による波及効果 
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４ 漁業経営の展望 

＜経費等の考え方＞ 

※ 復興計画に参加する漁業者の操業の概要、生産回復の見込みとその考え方を記載す

ること。 
 

（１）○○漁業における生産回復の目標 
 

（単位：水揚量はトン） 
 

 

震災前の 

状況 

 
 

現在 

復興 

１年目 

 
 

２年目 

 
 

３年目 

 
 

４年目 

 

 
５ 年 目 

操業日数 

操業回数 

 

 
水 揚 量 

（魚種別内訳） 

 
 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

＜記入に当たって＞ 

操業（試験操業含む）の状況や流通の実態を踏まえた目標を記載すること。 

 
（２）生産回復の評価 

 

＜記入に当たって＞ 

・水揚量の回復について、震災前の状況や現状の水産物の生産・流通体制の状況を踏まえ

た評価を記載すること。 

・「水揚量」は、復興５年目の数値、復興３年目から５年目までの平均値等に基づき記載

すること。 
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（３）○○漁業における収支の状況 
 

（単位：水揚量はトン、その他は千円） 
 

 
震災前の

状況 

 
 

現状 

復興 

１年目 

 
 

２年目 

 
 

３年目 

 
 

４年目 

 
 

５年目 

収入 

収入合計

水揚量 

水揚高 

その他の収入 

経費 

経費合計 

（減価償却費を除く） 

人件費 

燃油代 

修繕費 

漁具費 

保険料 

公租公課 

販売経費 

その他経費 

減価償却費 

       

利   益 
       

償却前利益 
 

 

       
 

 
 

＜記入に当たって＞ 

・同一漁業種類であっても、復興計画に参加する漁業者の標準的な経営形態が複数パタ

ーンある場合には、それぞれについて作成すること。 

・段階的に船団構成を変更する場合は、それが分かるように作成すること。 

 
（参考）復興計画の作成に係る地域復興プロジェクト活動状況 

 
 

実施時期 協議会・部会 活動内容・成果 

 

備考 
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【別添３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○○地域復興プロジェクト復興計画書 

 

 

 

 

 

 
 
 

地 域 復 興 

プロジェクト名称 

 

 

 

 

 

地 域 復 興 

プ ロ ジ ェ ク ト 

運 営 者  

 
 

名 称 

 

 

代表者の 

役職及び 

氏名 

 

 
 

住 所 

 

 
 

計 画 策 定 年 月 

 
 

年 月 

 
 

計画期間 

 

 
 

 年 度 ～  年 度 

 

事 業 の 種 類 
 

 

 

養殖業の振興に資する事業 
 

 整理番号 
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１ 目的 
 

 

２ 地域復興プロジェクト参加者等名簿 

※ 養殖関係、金融・経営等関係、地方公共団体、学識経験者等の別に記載 

 
３ 現在の養殖業の概要 

※  震災前及び現在の養殖業の概要（ 養殖経営体数、生産量、生産額等）、地域の特徴等を
記 載。がんばる漁業・養殖業復興支援事業実施要領（ 令和８年４月７日付け７水推第
1635号水産庁長官通知） 第３－２の３に該当する対象者が取り組む場合は、該当する長期
的不漁の影響についても記載。 

 
・現在の施設等の状況 

※ 交付等要綱第５の２又はがんばる漁業・養殖業復興支援事業実施要領第３－２の３に該当す
る対象者が取り組む場合は表外に現在の自身の状況を記載 

 

施設名 所有者（個人・共

同利用の別） 

規 格 施設数 

養殖施設 
   

陸上施設 
   

作業船 
   

 

４ 震災前の養殖業（漁船漁業から養殖業への転換や兼業に取り組む者にあっては漁業）の状況 

※ どのような養殖業又は漁業をどの程度の規模で営んでいたのか記載 

※ 交付等要綱第５の２に該当する者は、雇用されていた先若しくは従事先の状況を記載  
 

 
規格及び数量 金 額 被災内容 

養殖施設 
   

陸上施設 
   

作業船 
   

養殖生産物 
   

 

 

５ 計画の内容 

※ 以下、（１）から（６）まで、養殖種類ごと（複数種類の組み合わせの計画も可）に作成 

※ 養殖期間が１年を超えるもの（又は満たないもの）については、１ 年間でなく １ 事業期間の

数字を記載 
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（１）がんばる養殖復興支援事業の活用 

・事業実施者： 

・生産契約先又は契約養殖業者名： 

（※事業実施者自らが行う場合には、その旨を記載。） 

・実施年度：  

・取組スケジュール 

年度 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 

 

・取組のスケジュールは、事業期間ごとに記入 

・検討・導入期間を点線 で、実施期間を実線 で記入すること。 

 
（２）施設復興計画 

   ※ 交付等要綱第５の２又はがんばる漁業・養殖業復興支援事業実施要領第３－２の３に該当する

対象者が取り組む場合で施設等を所有していない場合は現在欄の記載不要 

施設名 所有者（個人・

共同の別） 

規格 現状 

 

１期目 

１ 年目 

～ 年目 

２期目 

２ 年目 

～ 年目 

３期目 

３ 年目 

～ 年目 

活用する事業名 

養殖施設        

       

陸上施設        

作業船        

※ 養殖期間が１年を超えるもの（又は満たないもの）については、１ 年間でなく１ 事業期間の数字を記載 
 
 

（３）生産量及び経営体数 

項目 現状 １期目 

１ 年目 

～ 年目 

２期目 

２ 年目 

～ 年目 

３期目 

３ 年目 

～ 年目 

４期目 

４ 年目 

～ 年目 

５期目 

５ 年目 

～ 年目 

生産量（kg）       

生産金額 

（千円） 

      

経営体数       

※ 養殖期間が１年を超えるもの（又は満たないもの）については、１ 年間でなく１ 事業期間の数字を記載 
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（４）復興に必要な経費 

（単位：生産量は kg、その他は千円） 

 現状 １期目 

１ 年目 

～ 年目 

２期目 

２ 年目 

～ 年目 

３期目 

３ 年目 

～ 年目 

４期目 

４ 年目 

～ 年目 

５期目 

５ 年目 

～ 年目 

収 入 

生産量

生産額 

      

 

経  費

人件費 

水道光熱代

種苗代 

餌代 

養殖用資材代

器具・備品代

魚箱・氷代 

販売費 

その他の経費

消費税 

 

減価償却費

施設利用料 

      

収 支       

償却前利益       

※  同一養殖種類であっても、復興計画に参加する養殖業者の標準的な経営形態や共同化

する単位が複数ある場合には、それぞれについて作成すること。 

※  段階的に復興していく場合等について、必要と考える資料がある場合には添付すること。 

 

＜経費等の考え方＞ 

※  養殖種類（複数種類も可）ごとに復興計画に参加する養殖業者の生産の概要、見込み

とその考え方を記載すること。 

 
６ 取組の目標 

 

（１）生産目標 

 現状  10年後 

養殖施設数 ○台   
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陸上施設数

養殖業者数 

常時養殖従事者数

臨時雇用者数 

生産量 

生産金額 

○台 

○経営体 

○人（経営者含む） 

○人 

○トン 

○千円 

 

→ 

 

 

（２）生産体制 

※ 取組の生産・販売体制等の姿を記載。 

 

 

７  復興計画の作成に係る地域復興プロジェクト活動状況 

実施時期 協議会・部会 活動内容・成果 備考 
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（別紙様式例１） 

 

復興プロジェクト本部設置要綱 

 

（設置） 

第１ 特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構（以下「水漁機構」という。）は、復

興プロジェクト本部を設置する。 

 

（組織及び任務等） 

第２ 復興プロジェクト本部は、復興プロジェクト中央協議会（以下「中央協議会」という。）

及び事務局から構成されるものとする。 

１ 中央協議会 

（１）中央協議会は、別表の１の委員をもって組織する。 

（２）中央協議会に会長一人を置き、委員のうちから委員の互選によってこれを決めるも

のとする。 

（３）会長は、中央協議会の議長となり、会務を総理する。 

（４）中央協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長

の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。 

（５）会長は、中央協議会に国又は地方公共団体の水産担当部局職員の出席を求め、助言

及び指導を受けることができるものとする。 

（６）委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（７）委員は、再任されることができるものとする。 

（８）委員は、次のいずれかの事由が生じたときには解任されるものとする。 

① 心身の故障のため職務の執行ができないとき 

② 破産の宣告を受けたとき 

③ 禁錮以上の刑に処せられたとき 

④ 委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があるとき 

（９）中央協議会は、地域復興プロジェクトの作成する復興計画の審議及び認定を行うも

のとする。 

（10）中央協議会には、養殖審査会を設置する。 

① 養殖審査会は、別表の２の委員をもって組織する。 

② 養殖審査会は、地域復興プロジェクトの作成する養殖業に関する復興計画（漁業と

養殖業の兼業に関するものを除く）の審議及び認定を行うものとする。 

（11）中央協議会には、○○部会を設置する。 

① ○○部会は、別表の３の委員をもって組織する。 

② ○○部会は、○○○○に関し、専門的立場から中央協議会を支援する。 

 

２ 事務局 

（１）事務局員は、別表の４のとおりとする。 

（２）事務局は、復興プロジェクトを推進するために必要な事務等を行う。 

 

（秘密保持義務） 

第３ ○○○（漁業者団体名）の役員、職員、中央協議会委員、事務局員、（専門部会委員）



- 45 - 

 

又はこれらの職にあった者は、復興プロジェクトの実施に当たり、中小漁業者、金融機関

等から入手したプロジェクト対象者に係る財務資料等の情報を厳重に管理し、外部に遺漏

しないようにしなければならない。 
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（別表） 

 
１．中央協議会委員、オブザーバー名簿 

所属機関名 役職 氏 名 

 

２．養殖審査会委員、オブザーバー名簿 

所属機関名 役職 氏 名 

 
３．○○部会委員名簿 

経歴 専門分野 年齢 氏 名 実績等 
 

 
４．事務局員名簿 

所属機関名 役職 氏 名 
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（別紙様式例２） 

 

○○地域復興プロジェクト設置要綱 

 

（設置） 

第１ ○○○【地域復興プロジェクト運営者名】は、○○地域復興プロジェクトを設置する。 

 

（組織及び任務等） 

第２ ○○地域復興プロジェクトは、地域復興プロジェクト協議会（以下「地域復興協議会」

という。）、事務局（及び○○中小漁業経営支援協議会）から構成されるものとする。 

１ 地域復興協議会 

（１）地域復興協議会は、別表の１の委員をもって組織する。 

（２）地域復興協議会に会長一人を置き、委員のうちから委員の互選によってこれを決

めるものとする。 

（３）会長は、地域復興協議会の議長となり、会務を総理する。 

（４）地域復興協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合におけ

る会長の職務を代理する者を定めておかなければならないものとする。 

（５）会長は、地域復興協議会に国又は地方公共団体の水産担当部局職員の出席を求め、

助言及び指導を受けることができるものとする。 

（６）委員の任期は３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（７）委員は、再任されることができるものとする。 

（８）委員は、次のいずれかの事由が生じたときには解任されるものとする。 

① 心身の故障のため職務の執行ができないとき 

② 破産の宣告を受けたとき 

③ 禁錮以上の刑に処せられたとき 

④ 委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があるとき 

（９）地域復興協議会は、○○地域復興プロジェクトにおける復興計画を作成し、中央

協議会の認定を受けるとともに、認定された復興計画の実施に必要な指導・助言等

を行うものとする。 

（10）地域復興協議会には、○○部会を設置する。 

①  ○○部会は、別表の２の委員をもって組織する。 

② ○○部会は、○○○○に関し、専門的立場から地域復興協議会を支援する。 

 

２ 事務局 

（１）事務局員は、別表の３のとおりとする。 

（２）事務局は、○○地域復興プロジェクトを推進するために必要な事務等を行う。 

 

３ ○○中小漁業経営支援協議会（必要に応じて記載）

別紙○○中小漁業経営支援協議会設置要綱のとおり。 

 

（秘密保持義務） 

第３ ○○○（漁業者団体名）の役員、職員、地域復興協議会委員、事務局員、（○○部会

委員）又はこれらの職にあった者は、地域復興プロジェクトの実施に当たり、中小漁業

者、金融機関等から入手したプロジェクト対象者に係る財務資料等の情報を厳重に管理

し、外部に遺漏しないようにしなければならない。 
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（別表） 

 

１．地域復興協議会委員、オブザーバー名簿 

所属機関名 役職 氏 名 

 

 

２．○○部会委員名簿 

経歴    専門分野 年齢 氏 名  実績等 

 

 

３．事務局員名簿 

所属機関名 役職 氏 名 


